
規 則

�愛媛県規則第３８号
愛媛県老人福祉法施行細則及び指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指

定等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年５月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県老人福祉法施行細則及び指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者

の指定等に関する規則の一部を改正する規則

（愛媛県老人福祉法施行細則の一部改正）

第１条 愛媛県老人福祉法施行細則（昭和３８年愛媛県規則第７１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（委任）

第２条 次に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。

�～� 省略

�の２ 法第１８条第３項（法第２９条第８項の規定において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく当該職員の身分を示す証明書

の交付に関すること。

�～� 省略

�の２ 法第２９条第１項から第３項までの規定に基づく有料老人

ホームの設置、変更、廃止又は休止の届出の受理に関するこ

と。

� 法第２９条第７項の規定に基づく有料老人ホームに対する報告

の徴収及び立入検査に関すること。

�の２ 法第２９条第９項の規定に基づく有料老人ホームに対する

改善命令に関すること。

（有料老人ホーム設置届書等）

第２９条 省略

２ 法第２９条第２項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更

届書（様式第４４号）

を提出することによつて行わなければならない。

３ 法第２９条第３項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止（休

止）届出書（様式第４５号）を提出することによつて行わなければ

ならない。

様式第４５号（第２９条関係） 有料老人ホーム廃止（休止）届出書

（委任）

第２条 次に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。

�～� 省略

�の２ 法第１８条第３項（法第２９条第７項の規定において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく当該職員の身分を示す証明書

の交付に関すること。

�～� 省略

�の２ 法第２９条第１項及び第２項 の規定に基づく有料老人

ホームの設置等 の届出の受理に関するこ

と。

� 法第２９条第６項の規定に基づく有料老人ホームに対する報告

の徴収及び立入検査に関すること。

�の２ 法第２９条第８項の規定に基づく有料老人ホームに対する

改善命令に関すること。

（有料老人ホーム設置届書等）

第２９条 省略

２ 法第２９条第２項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更

届書（様式第４４号）又は有料老人ホーム廃止届出書（様式第４５

号）を提出することによつて行わなければならない。

様式第４５号（第２９条関係） 有料老人ホーム廃止届出書

有料老人ホーム廃止（休止）届出書

省略

有料老人ホーム廃止届出書

省略

省略 省略

廃止（休止）の理由 省略 廃止 の理由 省略

発 行 愛 媛 県
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省略 省略

廃止（休止）しよう

とする年月日

省略 廃止しよう

とする年月日

省略

休 止 の 予 定 期 間 （廃止する場合にあつては、記載の必要

はない。）

注 不要の文字は、抹消すること。

（指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の一部改正）

第２条 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則（平成

１１年愛媛県規則第３１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

項 左 欄 右欄 項 左 欄 右欄

１ 省令第１１４条第１項、第１１５条第１項、第１１６条第

１項、第１１７条第１項、第１１８条第１項、第１１９条

第１項、第１２０条第１項、第１２１条第１項、第１２２

条第１項、第１２３条第１項、第１２４条第１項、第

１２５条第１項、第１３２条第１項、第１３４条第１項、

第１３６条第１項、第１３８条第１項、第１４０条の３第

１項、第１４０条の４第１項、第１４０条の５第１

項、第１４０条の６第１項、第１４０条の７第１項、

第１４０条の８第１項、第１４０条の９第１項、第１４０

条の１０第１項、第１４０条の１１第１項、第１４０条の

１２第１項、第１４０条の１３第１項及び第１４０条の１４

第１項の申請書

省略 １ 省令第１１４条第１項、第１１５条第１項、第１１６条第

１項、第１１７条第１項、第１１８条第１項、第１１９条

第１項、第１２０条第１項、第１２１条第１項、第１２２

条第１項、第１２３条第１項、第１２４条第１項、第

１２５条第１項、第１３２条第１項、第１３４条第１項、

第１３６条第１項、第１３８条第１項、第１４０条の２第

１項、第１４０条の３第１項、第１４０条の４第１

項、第１４０条の５第１項、第１４０条の６第１項、

第１４０条の７第１項、第１４０条の８第１項、第１４０

条の９第１項、第１４０条の１０第１項、第１４０条の

１１第１項、第１４０条の１２第１項及び第１４０条の１３

第１項の申請書

省略

２ 省令第１１４条第３項、第１１５条第３項、第１１６条第

３項、第１１７条第３項、第１１８条第３項、第１１９条

第３項、第１２０条第３項、第１２１条第３項、第１２２

条第３項、第１２３条第３項、第１２４条第３項、第

１２５条第３項、第１３２条第２項、第１３４条第２項、

第１３６条第３項、第１３８条第２項、第１４０条の３第

３項、第１４０条の４第３項、第１４０条の５第３

項、第１４０条の６第３項、第１４０条の７第３項、

第１４０条の８第３項、第１４０条の９第３項、第１４０

条の１０第３項、第１４０条の１１第３項、第１４０条の

１２第３項、第１４０条の１３第３項及び第１４０条の１４

第３項の申請書

省略 ２ 省令第１１４条第３項、第１１５条第３項、第１１６条第

３項、第１１７条第３項、第１１８条第３項、第１１９条

第３項、第１２０条第３項、第１２１条第３項、第１２２

条第３項、第１２３条第３項、第１２４条第３項、第

１２５条第３項、第１３２条第２項、第１３４条第２項、

第１３６条第３項、第１３８条第２項、第１４０条の２第

３項、第１４０条の３第３項、第１４０条の４第３

項、第１４０条の５第３項、第１４０条の６第３項、

第１４０条の７第３項、第１４０条の８第３項、第１４０

条の９第３項、第１４０条の１０第３項、第１４０条の

１１第３項、第１４０条の１２第３項及び第１４０条の１３

第３項の申請書

省略

３ 省令第１２９条、第１３０条、第１４０条の２０及び第１４０

条の２１の申出書

省略 ３ 省令第１２９条、第１３０条、第１４０条の１７及び第１４０

条の１８の申出書

省略

４

省略

４

省略

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

項 左 欄 右 欄 項 左 欄 右 欄

１ 法第７５条第１項、第８２条第１項、第

８９条、第９９条第１項、第１１１条及び第

指定事項等変更届

出 書 （ 様 式 第 ５

１ 法第７５条、第８２条 、第

８９条、第９９条 、第１１１条及び第

変更届出書

（ 様 式 第 ５
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１１５条の５第１項の規定による指定に

係る事項等の変更の届出

号） １１５条の５ の規定による

変更の届出

号）

２ 法第７５条、第８２条、第９９条及び第１１５

条の５の規定による事業の廃止、休

止又は再開の届出

廃 止 （ 休 止 ・ 再

開）届出書（様式

第６号）

３ 法第９１条又は第１１３条の規定による法

第４８条第１項第１号又は同項第３号

の指定の辞退

指 定 辞 退 届 出 書

（様式第７号）

２ 法第９１条又は第１１３条の規定による法

第４８条第１項第１号又は同項第３号

の指定の辞退

指 定 辞 退 届 出 書

（様式第６号）

４ 法第９４条第２項の変更許可の申請 介護老人保健施設

開設許可事項変更

許可申請書（様式

第８号）

３ 法第９４条第２項の変更許可の申請 介護老人保健施設

開設許可事項変更

許可申請書（様式

第７号）

５ 法第９５条第１項及び第２項の承認の

申請

介護老人保健施設

管理者承認申請書

（様式第９号）

４ 法第９５条第１項及び第２項の承認の

申請

介護老人保健施設

管理者承認申請書

（様式第８号）

６ 法第９８条第１項第４号の許可の申請 介護老人保健施設

広告事項許可申請

書（様式第１０号）

５ 法第９８条第１項第４号の許可の申請 介護老人保健施設

広告事項許可申請

書（様式第９号）

６ 省令第１３１条第３項、第１３３条第２項

及び第１４０条の１９第３項の規定による

事業の廃止、休止又は再開の届出

廃 止 （ 休 止 ・ 再

開）届出書（様式

第１０号）

７ 法第１１５条の３２第２項及び第４項の規

定による業務管理体制の整備に関す

る事項の届出

業務管理体制整備

（区分変更）届出

書（様式第１１号）

８ 法第１１５条の３２第３項の規定による業

務管理体制の整備に関する事項の変

更の届出

業務管理体制変更

届出書（様式第１２

号）

（公示）

第４条 法第７８条、第８５条、第９３条、第１１５条及び第１１５条の９の規

定による公示は、法第７８条各号、第８５条各号、第９３条各号、第

１１５条各号及び第１１５条の９各号の措置に係る事業者又は施設に関

する次に掲げる事項について行うものとする。

� 介護保険事業者番号

� 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介

護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設若しくは指定

介護療養型医療施設の開設者の名称及び主たる事務所の所在地

（当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病

院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所）

� サービスの種類

� 指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介

護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防サ

ービス事業所の名称及び所在地

� 指定、届出、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効

力の停止処分に係る年月日

� 指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合にあっては、

その効力を停止した範囲及びその期間

第５条 知事は、法第９４条第１項の許可をしたとき、又は法第１０４

条第１項の規定により法第９４条第１項の許可を取り消し、又は期

間を定めて許可の全部若しくは一部の効力を停止したときは、そ

の旨及び次に掲げる事項について公示するものとする。

� 介護保険事業者番号

� 介護老人保健施設の開設者の名称及び主たる事務所の所在地

� サービスの種類

� 介護老人保健施設の名称及び所在地

愛 媛 県 報平成２１年５月１日 第２０６１号外１
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（市町村等への情報提供）

第４条 省略

２ 前項の規定は、法第７１条第１項本文若しくは第７２条第１項本文

（これらの規定を法第１１５条の１１において準用する場合を含

む。）、施行法第４条本文若しくは第５条本文又は介護保険法等

の一部を改正する法律（平成１７年法律第７７号）附則第１３条本文の

規定による指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事

業者としての指定があったものとみなされる者に関する情報につ

いて準用する。

第５条 省略

様式第１号（第２条、様式第２号、様式第５号関係） 指定居宅サ

ービス事業者（指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介

護予防サービス事業者）指定（許可）申請書

� 許可若しくは許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効

力の停止処分の年月日

� 許可の全部若しくは一部の効力を停止した場合にあっては、

その効力を停止した範囲及びその期間

（市町村等への情報提供）

第６条 省略

２ 前項の規定は、法第７１条第１項本文若しくは第７２条第１項本文

（これらの規定を法第１１５条の１０において準用する場合を含

む。）、施行法第４条本文若しくは第５条本文又は介護保険法等

の一部を改正する法律（平成１７年法律第７７号）附則第１３条 の

規定による指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事

業者としての指定があったものとみなされる者に関する情報につ

いて準用する。

第７条 省略

様式第１号（第２条、様式第２号、様式第５号関係） 指定居宅サ

ービス事業者（指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介

護予防サービス事業者）指定（許可）申請書

省略 省略

注１～５ 省略

６ 「実施事業」の欄は、今回指定等の申請をしようとする

事業及び既に指定等を受けている事業について、該当する

欄に○を記入すること。この場合において、介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第７１条第１項本文若しくは第７２

条第１項本文（これらの規定を法第１１５条の１１において準用

する場合を含む。）、介護保険施行法（平成９年法律第

１２４号）第４条本文、第５条本文、第７条若しくは第８条第

１項又は介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７年法

律第７７号）附則第１３条本文の規定に基づき、指定があった

ものとみなされる事業については、「みなし」と記入する

こと。

７～１０ 省略

別紙１～別紙４ 省略

別紙５ 居宅療養管理指導事業者・介護予防居宅療養管理指導事

業者の指定に係る審査事項

注１～５ 省略

６ 「実施事業」の欄は、今回指定等の申請をしようとする

事業及び既に指定等を受けている事業について、該当する

欄に○を記入すること。この場合において、介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第７１条第１項本文若しくは第７２

条第１項本文（これらの規定を法第１１５条の１０において準用

する場合を含む。）、介護保険施行法（平成９年法律第

１２４号）第４条本文、第５条本文、第７条若しくは第８条第

１項又は介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７年法

律第７７号）附則第１３条 の規定に基づき、指定があった

ものとみなされる事業については、「みなし」と記入する

こと。

７～１０ 省略

別紙１～別紙４ 省略

別紙５ 居宅療養管理指導事業者・介護予防居宅療養管理指導事

業者の指定に係る審査事項

省略 省略

事

業

所

省略 事

業

所

省略

種

別

□病院 □診療所 □薬局 □訪問看護ステーション 種

別

□病院 □診療所 □薬局

省略 省略

提供する

居宅療養

管理指導

等の種類

医 師 歯科医

師

薬剤師 提供する

居宅療養

管理指導

等の種類

医 師 歯科医

師

薬剤師

看護職

員

歯科衛

生士

管理栄

養士

歯科衛生士 管理栄養士

省略 省略

従業者の

職種及び

員数

医 師 歯科医

師

薬剤師 看護職

員

歯科衛

生士

管理栄

養士

従業者の

職種及び

員数

医 師 歯 科 医

師

薬剤師 歯 科 衛

生士

管 理 栄

養士

常 勤

（人）

常 勤

（人）
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非常勤

（人）

非常勤

（人）

省略 省略

注 省略

別紙６～別紙１６ 省略

付表 省略

様式第５号（第３条関係） 指定事項等変更届出書

注 省略

別紙６～別紙１６ 省略

付表 省略

様式第５号（第３条関係） 変更届出書

様式第１０号を削る。

第３条 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の一部

を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第７号 省略

様式第８号 省略

様式第９号 省略

様式第１０号 省略

様式第６号 省略

様式第７号 省略

様式第８号 省略

様式第９号 省略

第４条 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の一部

を次のように改正する。

様式第５号の次に次の１様式を加える。
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様式第６号（第３条関係） 廃止（休止・再開）届出書

廃止（休止・再開）届出書

年 月 日

愛媛県知事 様

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

開設（事業）者
氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

�

介護保険事業者番号

事 業 所 又 は 施 設
名 称

所 在 地

廃止、休止又は再開の別 □廃 止 □休 止 □再 開

廃止し、若しくは休止しよ
うとする年月日又は再開し
た年月日

年 月 日

廃止し、又は休止しようと
する理由

現にサービス又は支援を受
けている者に対する措置
（廃止し、又は休止しよう
とする場合にのみ記入して
ください。）

休 止 予 定 期 間
年 月 日から
年 月 日まで

注１ 開設（事業）者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができる。

２ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。

３ 事業の再開に係る届出にあっては、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）

第１１４条から第１１６条まで、第１１９条から第１２５条まで、第１３２条、第１４０条の３から第１４０条

の５まで及び第１４０条の８から第１４０条の１４までに規定する当該事業に係る従業者の勤務

の体制及び勤務形態を記載した書類を添付すること。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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様式第１０号の次に次の２様式を加える。
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様式第１１号（第３条関係） 業務管理体制整備（区分変更）届出書

業務管理体制整備（区分変更）届出書

発第 号
年 月 日

愛媛県知事 様
住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

開設（事業）者
氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

�
※開設（事業）者（法人）番号

１ 届出の内容
□ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の３２第２項関係（整備）
□ 介護保険法第１１５条の３２第４項関係（区分の変更）

２

開
設
（
事
業
）
者

フ リ ガ ナ
名 称

住 所
（主たる事務所
の所在地）

（郵便番号 ─ ）

（ビルの名称等）
連 絡 先 電話番号 ＦＡＸ番号
法 人 の 種 別
代表者の職名、
氏名及び生年月
日

職
名

フリガナ 生年
月日 年 月 日

氏 名

代 表 者 の 住 所

（郵便番号 ─ ）

（ビルの名称等）

３ 事 業 所 又 は 施
設 の 名 称 等及び
所在地

事業所又
は施設の
名称

指定（許可）
年月日

介護保険事業所番号
（医療機関等コード） 所 在 地

年 月 日
年 月 日

計 箇所
４ 介護保険法施
行規則（平成１１年
厚生省令第３６号）
第１４０条の４０第１
項第２号から第
４号までの規定
に基づく届出事
項

□第２号
法令遵守責任者の氏名（フリガナ） 生 年 月 日

年 月 日

□第３号
業務が法令に適合することを確保するための規程の概
要（別紙のとおり。）

□第４号 業務執行の状況の監査の方法の概要（別紙のとおり。）

５

区
分
変
更

区分変更前行政機関名称、担当部（局）課
開 設 （ 事 業 ） 者 （ 法 人 ） 番 号
区 分 変 更 の 理 由
区分変更後行政機関名称、担当部（局）課
区 分 が 変 更 さ れ た 日 年 月 日

注１ 開設（事業）者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができ
る。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すこと。
４ 「法人の種別」の欄は、届出者が法人である場合に、社会福祉法人、医療法人、
一般社団法人、一般財団法人又は株式会社等の別を記入すること。
５ 「事業所又は施設の名称等及び所在地」の欄及び「区分変更の理由」の欄に書ききれない
場合は、別紙に記載し添付すること。
６ 介護保険法施行規則第１４０条の４０第１項第３号又は第４号の規定に基づく届出事
項がある場合は、関係する書類を添付すること。
７ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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様式第１２号（第３条関係） 業務管理体制変更届出書

業務管理体制変更届出書

発第 号
年 月 日

愛媛県知事 様
住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

開設（事業）者
氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

�

開設（事業）者（法人）番号

変 更 が あ っ た 事 項
１ 法人の種別又は名称（フリガナ）
２ 主たる事務所の所在地、電話番号又はＦＡＸ番号
３ 代表者氏名（フリガナ）又は生年月日
４ 代表者の住所又は職名
５ 事業所又は施設の名称等又は所在地
６ 法令遵守責任者の氏名（フリガナ）又は生年月日
７ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
８ 業務執行の状況の監査の方法の概要

変 更 内 容
（変更前）

（変更後）

注１ 開設（事業）者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができ
る。

２ 「変更があった事項」の欄は、該当する項目の番号に○を付すること。
３ 「変更内容」の欄に書ききれない場合は、変更前及び変更後の対照関係が明らか
となるよう別紙に記載し添付すること。

４ 事業所又は施設の名称等又は所在地に変更があった場合は、指定等を受けた事業
所の合計数並びに追加し、又は廃止した事業所の名称、指定（許可）年月日、介護
保険事業所番号（医療機関等コード）及び所在地を記入すること。

５ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要又は業務執行の状況の監
査の方法の概要を追加する場合は、関係する書類を添付すること。

６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成２１年５月１日 第２０６１号外１

９



訓 令

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第１６号
庁 中 一 般

各地方機関

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２１年５月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

保

健

福

祉

課

１～１６

省略

保

健

福

祉

課

１～１６

省略

１７ 介

護保

険法

の施

行に

関す

る事

務

１ 省略 １７ 介

護保

険法

の施

行に

関す

る事

務

１ 省略

２ 介護サービス事業者（社会福祉法

人である介護サービス事業者に限

る。）に係る業務管理体制の整備に

関すること。

� 報告の徴収及び立入検査（第

１１５条の３３第１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査の要請

（第１１５条の３３第３項）

○

� 報告の徴収及び立入検査の結果

に係る市町長への通知及び厚生労

働大臣からの通知の受理（第１１５

条の３３第４項）

○

� 勧告（第１１５条の３４第１項） ○

� 勧告に従わない旨の公表（第

１１５条の３４第２項）

○

� 措置命令（第１１５条の３４第３

項、第４項）

○

� 措置命令に係る公示（第１１５条

の３４第４項）

○

� 措置命令に違反した内容に係る

市町長への通知及び厚生労働大臣

からの通知の受理（第１１５条の３４

第５項）

○
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組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

長

寿

介

護

課

１ 省

略

長

寿

介

護

課

１ 省

略

２ 老

人福

祉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 省略 ２ 老

人福

祉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 省略

２ 有料老人ホームに対する改善命令

に係る公示（第２９条第１０項）

○ ２ 有料老人ホームに対する改善命令

に係る公示（第２９条第９項）

○

３～５ 省略 ３～５ 省略

３ 介

護保

険法

の施

行に

関す

る事

務

１～５ 省略 ３ 介

護保

険法

の施

行に

関す

る事

務

１～５ 省略

６ 指定試験実施機関に関すること。 ６ 指定試験実施機関に関すること。

� 指定（第６９条の２７第１項、政令

第３５条の９第３項）

○ � 指定（第６９条の２７第１項、政令

第３５条の３第３項）

○

�～� 省略 �～� 省略

� 指定の取消し（政令第３５条の９

第２項、第３項）

○ � 指定の取消し（政令第３５条の３

第２項、第３項）

○

７ 指定研修実施機関に関すること。 ７ 指定研修実施機関に関すること。

� 指定（第６９条の３３第１項、政令

第３５条の１０第３項）

○ � 指定（第６９条の３３第１項、政令

第３５条の４第３項）

○

�・� 省略 �・� 省略

� 指定の取消し（政令第３５条の１０

第２項、第３項）

○ � 指定の取消し（政令第３５条の４

第２項、第３項）

○

８ 指定居宅サービス事業者に関する

こと。

８ 指定居宅サービス事業者に係る公

示（第７６条の２第４項、第７８条）

○

� 便宜の提供に係る連絡調整及び

助言その他の援助（第７５条の２第

１項）

○

� 公示（第７６条の２第４項、第

７８条）

○

９ 指定地域密着型サービス事業者に

関すること。

� 便宜の提供に係る連絡調整及び

助言その他の援助（第７８条の６第

２項）

○

１０ 指定居宅介護支援事業者に関する

こと。

９ 指定居宅介護支援事業者に係る公

示（第８３条の２第４項、第８５条）

○

� 便宜の提供に係る連絡調整及び

助言その他の援助（第８２条の２第

１項）

○

� 公示（第８３条の２第４項、第８５

条）

○

１１ 指定介護老人福祉施設に関するこ

と。

１０ 指定介護老人福祉施設に係る公示

（第９３条）

○
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� 便宜の提供に係る連絡調整及び

助言その他の援助（第８９条の２第

１項）

○

� 公示（第９１条の２第４項、第９３

条）

○

１２ 介護老人保健施設に関すること。 １１ 介護老人保健施設に係る公示（第

１０３条第４項）

○

� 便宜の提供に係る連絡調整及び

助言その他の援助（第９９条の２第

１項）

○

� 公示（第１０３条第４項、第１０４条の

２）

○

１３ 指定介護療養型医療施設に関する

こと。

１２ 指定介護療養型医療施設に係る公

示（第１１３条の２第４項、第１１５条）

○

� 便宜の提供に係る連絡調整及び

助言その他の援助（第１１１条の２第

１項）

○

� 公示（第１１３条の２第４項、第１１５

条）

○

１４ 指定介護予防サービス事業者に関

すること。

１３ 指定介護予防サービス事業者に係

る公示（第１１５条の７第４項、第１１５

条の９）

○

� 便宜の提供に係る連絡調整及び助

言その他の援助（第１１５条の６第１

項）

○

� 公示（第１１５条の８第４項、第１１５

条の１０）

○

１５ 指定地域密着型介護予防サービス

事業者に関すること。

� 便宜の提供に係る連絡調整及び助

言その他の援助（第１１５条の１６第２

項）

○

１６ 指定介護予防支援事業者に関する

こと。

� 便宜の提供に係る連絡調整及び助

言その他の援助（第１１５条の２６第２

項）

○

１７ 介護サービス事業者（社会福祉法

人である介護サービス事業者を除

く。）に係る業務管理体制の整備に

関すること。

� 報告の徴収及び立入検査（第

１１５条の３３第１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査の要請

（第１１５条の３３第３項）

○

� 報告の徴収及び立入検査の結果

に係る市町長への通知及び厚生労

働大臣からの通知の受理（第１１５

条の３３第４項）

○
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� 勧告（第１１５条の３４第１項） ○

� 勧告に従わない旨の公表（第

１１５条の３４第２項）

○

� 措置命令（第１１５条の３４第３

項、第４項）

○

� 措置命令に係る公示（第１１５条

の３４第４項）

○

� 措置命令に違反した内容に係る

市町長への通知及び厚生労働大臣

からの通知の受理（第１１５条の３４

第５項）

○

１８ 介護サービス情報の公表に関する

こと。

１４ 介護サービス情報の公表に関する

こと。

� 報告の受理（第１１５条の３５第１

項）

○ � 報告の受理（第１１５条の２９第１

項）

○

� 報告に関する計画の策定及び公

表（政令第３７条の２第１項、第３

項）

○ � 報告に関する計画の策定及び公

表（政令第３７条の５

）

○

� 調査の実施（第１１５条の３５第２

項）

○ � 調査の実施（第１１５条の２９第２

項）

○

� 公表（第１１５条の３５第３項

）

○ � 公表（第１１５条の２９第３項、政

令第３７条の１８第１項、第２項）

○

� 報告等 の命令

（第１１５条の３５第４項、第５項）

○ � 報告又は報告内容の是正の命令

（第１１５条の２９第４項、第５項）

○

� 指定居宅サービス事業者等の指

定又は許可の取消し等（第１１５条

の３５第６項、第７項）

○ � 指定居宅サービス事業者等の指

定又は許可の取消し等（第１１５条

の２９第６項、第７項）

○

１９ 介護サービス情報の公表に係る指

定調査機関に関すること。

１５ 介護サービス情報の公表に係る指

定調査機関に関すること。

� 指定（第１１５条の３６第１項、政

令第３７条の４第１項）

○ � 指定（第１１５条の３０第１項、政

令第３７条の８第１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第

１１５条の４０第１項）

○ � 報告の徴収及び立入検査（第

１１５条の３４第１項）

○

� 業務の休廃止の許可（第１１５条

の４１、政令第３７条の９）

○ � 業務の休廃止の許可（第１１５条

の３５、政令第３７条の１２）

○

� 変更の届出の受理（政令第３７条

の４第２項、第３項）

○ � 変更の届出の受理（政令第３７条

の８第２項、第３項）

○

� 調査事務に関する計画の策定

（政令第３７条の５第１項）

○

� 調査事務の方法の改善命令

（政令第３７条の５第３項）

○ � 調査事務の実施又は改善の命令

（政令第３７条の９第３項）

○

� 調査事務規程の認可及び変更の

認可並びに変更命令（政令第３７

条の６）

○ � 調査事務規程の認可及び変更の

認可並びに変更命令（政令第３７

条の１０）

○

� 改善命令（政令第３７条の８） ○ � 適合命令（政令第３７条の１１） ○

	 指定の取消し等（政令第３７条の

１０）

○ � 指定の取消し等（政令第３７条

の１３）

○

２０ 介護サービス情報の公表に係る指

定情報公表センターに関すること。

１６ 介護サービス情報の公表に係る指

定情報公表センターに関すること。
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� 指定（第１１５条の４２第１項） ○ � 指定（第１１５条の３６第１項） ○

� 報告の徴収及び立入検査（第

１１５条の４０第１項、第１１５条の４２第

３項）

○ � 報告の徴収及び立入検査（第

１１５条の３４第１項、第１１５条の３６第

３項）

○

� 業務の休廃止の許可（第１１５条

の４１、第１１５条の４２第３項、政令

第３７条の９、第３７条の１１ ）

○ � 業務の休廃止の許可（第１１５条

の３５、第１１５条の３６第３項、政令

第３７条の１２、第３７条の１５第２項）

○

� 変更の届出の受理（政令第３７条

の４第２項、第３項、第３７条の１１

）

○ � 変更の届出の受理（政令第３７条

の８第２項、第３項、第３７条の１５

第２項）

○

� 情報公表事務の方法の改善命令

（政令第３７条の５第３項、第

３７条の１１ ）

○ � 情報公表事務の実施又は改善の

命令（政令第３７条の９第３項、第

３７条の１５第２項）

○

� 情報公表事務規程の認可及び変

更認可並びに変更命令（政令第３７

条の６、第３７条の１１ ）

○ � 情報公表事務規程の認可及び変

更認可並びに変更命令（政令第３７

条の１０、第３７条の１５第２項）

○

� 改善命令（政令第３７条の８、第

３７条の１１ ）

○ � 適合命令（政令第３７条の１１、第

３７条の１５第２項）

○

� 指定の取消し等（政令第３７条の

１０、第３７条の１１）

○ � 指定の取消し等（政令第３７条の

１７ ）

○

	 県による情報公表事務の実施に

係る公示（政令第３７条の１８）

○

２１ 介護保険事業支援計画等に関する

こと。

１７ 介護保険事業支援計画等に関する

こと。

� 市町村介護保険事業計画に対す

る意見の通知（第１１７条第７項）

○ � 市町村介護保険事業計画に対す

る意見の通知（第１１７条第６項）

○

� 都道府県介護保険事業支援計画

の策定（第１１８条第１項、第６項）

○ � 都道府県介護保険事業支援計画

の策定（第１１８条第１項、第５項）

○

� 省略 � 省略

２２ 省略 １８ 省略

２３ 省略 １９ 省略

２４ 省略 ２０ 省略

２５ 省略 ２１ 省略

２６ 国民健康保険団体連合会に対する

監督等に関すること。

２２ 国民健康保険団体連合会に対する

監督等に関すること。

� 報告の徴収等（第１９８条、国民

健康保険法第１０６条）

○ � 報告の徴収等（第１９８条、国民

健康保険法第１０８条）

○

� 監督（第１９８条、国民健康保険

法第１０８条）

○ � 監督（第１９８条、国民健康保険

法第１０９条）

○

２７ 省略 ２３ 省略

２８ 省略 ２４ 省略

２９ 福祉用具専門相談員指定講習 に

関すること。

２５ 福祉用具専門相談員指定講習会に

関すること。

� 指定（政令第３条の２第１項第

１０号）

○ � 指定（政令第３条の２第１項第

９号）

○

�～� 省略 �～� 省略

３０ 介護サービス情報の公表に係る指

定調査機関の調査員に関すること。

２６ 介護サービス情報の公表に係る指

定調査機関の調査員に関すること。
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� 調査員養成研修の実施（政令第

３７条の７第１項）

○ � 調査員養成研修の実施（政令第

３７条の１４第１項）

○

� 登録（政令第３７条の７第１項） ○ � 登録（政令第３７条の１４第１項） ○

� 調査員登録証明書の作成及び交

付（政令第３７条の７第２項）

○ � 調査員登録証明書の作成及び交

付（政令第３７条の１４第２項）

○

� 登録の消除（政令第３７条の７第

３項）

○ � 登録の消除（政令第３７条の１４第

３項）

○

� 調査員養成研修を行う者の指定

（政令第３７条の７第１項、第６

項）

○ � 調査員養成研修を行う者の指定

（政令第３７条の１４第１項、第

６項）

○

� 調査員養成研修を行う者の指定

の取消し（政令第３７条の７第５

項、第６項）

○ � 調査員養成研修を行う者の指定

の取消し（政令第３７条の１４第５

項、第６項）

○

４～２５

省略

４～２５

省略

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決 裁 区

分

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決 裁 区

分

局

長

専決

者

局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長

地

域

福

祉

課

１～８ 省

略

地

域

福

祉

課

１～８ 省

略

９ 老人福

祉法の施

行に関す

る事務

１ 省略 ９ 老人福

祉法の施

行に関す

る事務

１ 省略

２～４ 省略 ２～４ 省略

５ 当該職員の証明書の交付（第１８

条第３項、第２９条第８項）

○ ５ 当該職員の証明書の交付（第１８

条第３項、第２９条第７項）

○

６ 有料老人ホームに関すること。 ６ 有料老人ホームに関すること。

� 設置、変更、廃止又は休止の

届出の受理（第２９条第１項から

第３項まで）

○ � 設置等 の

届出の受理（第２９条第１項、第

２項 ）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第

２９条第７項）

○ � 報告の徴収及び立入検査（第

２９条第６項）

○

� 改善命令（第２９条第９項） ○ � 改善命令（第２９条第８項） ○

１０～２２ 省

略

１０～２２ 省

略

２３ 介護保

険法の施

行に関す

る事務

１・２ 省略 ２３ 介護保

険法の施

行に関す

る事務

１・２ 省略

３ 当該職員の証明書の交付（第２４

条第３項、第７６条第２項、第８３条

第２項、第９０条第２項、第１００条

○ ３ 当該職員の証明書の交付（第２４

条第３項、第７６条第２項、第８３条

第２項、第９０条第２項、第１００条

○
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第２項、第１１２条第２項、第１１５条

の７第２項、第１１５条の３３第５

項）

第２項、第１１２条第２項、第１１５条

の６第２項

）

４ 指定居宅サービス事業者に関す

ること。

４ 指定居宅サービス事業者に関す

ること。

� 省略 � 省略

� 聴聞決定予定日の通知（第７０

条第２項第７号の２）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（第７５条の

２第１項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 措置命令（第７６条の２第３

項）

○ � 措置命令（第７６条の２第３

項

○


 省略 � 省略

５ 指定居宅介護支援事業者に関す

ること。

５ 指定居宅介護支援事業者に関す

ること。

� 省略 � 省略

� 聴聞決定予定日の通知（第７９

条第２項第６号の２）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（第８２条の

２第１項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略


 省略 � 省略

６ 指定介護老人福祉施設に関する

こと。

６ 指定介護老人福祉施設に関する

こと。

� 省略 � 省略

� 聴聞決定予定日の通知（第８６

条第２項第５号の２）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（第８９条の

２第１項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略
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� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 措置命令（第９１条の２第３

項 ）

○ � 措置命令（第９１条の２第３

項、第４項）

○

� 省略 � 省略

７ 介護老人保健施設に関するこ

と。

７ 介護老人保健施設に関するこ

と。

� 省略 � 省略

� 聴聞決定予定日の通知（第９４

条第３項第７号の２）

○

	 省略 � 省略


 省略 	 省略

� 省略 
 省略

� 変更、廃止、休止又は再開の

届出の受理（第９９条）

○ � 変更 の

届出の受理（第９９条）

○

� 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（第９９条の

２第１項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 死亡又は失そう の届出の

受理（第１０５条、医療法第９条

第２項）

○  休止、廃止、再開等の届出の

受理（第１０５条、医療法第９条

）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

８ 指定介護療養型医療施設に関す

ること。

８ 指定介護療養型医療施設に関す

ること。

� 省略 � 省略

� 聴聞決定予定日の通知（第

１０７条第３項第６号の２）

○

	 省略 � 省略


 省略 	 省略

� 省略 
 省略

� 省略 � 省略

� 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（第１１１条

の２第１項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略
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� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

９ 指定介護予防サービス事業者に

関すること。

９ 指定介護予防サービス事業者に

関すること。

� 省略 � 省略

� 指定の更新（第７０条の２第１

項、第１１５条の１１）

○ � 指定の更新（第７０条の２第１

項、第１１５条の１０）

○

� 聴聞決定予定日の通知（第

１１５条の２第２項第７号の２）

○

� 省略 � 省略

	 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（第１１５条

の６第１項）

○


 報告の徴収及び立入検査（第

１１５条の７第１項）

○ � 報告の徴収及び立入検査（第

１１５条の６第１項）

○

� 勧告（第１１５条の８第１項） ○ 	 勧告（第１１５条の７第１項） ○

� 勧告に従わない旨の公表（第

１１５条の８第２項）

○ 
 勧告に従わない旨の公表（第

１１５条の７第２項）

○

 措置命令（第１１５条の８第３

項）

○ � 措置命令（第１１５条の７第３

項）

○

� 指定の取消し等（第１１５条の

９第１項）

○ � 指定の取消し等（第１１５条の

８第１項）

○

１０ 業務管理体制の整備に関するこ

と。

� 届出の受理（第１１５条の３２第

２項第１号、第３項、第４項）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第

１１５条の３３第１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査の要

請（第１１５条の３３第３項）

○

� 報告の徴収及び立入検査の結

果に係る市町長への通知及び厚

生労働大臣からの通知の受理

（第１１５条の３３第４項）

○

	 勧告（第１１５条の３４第１項） ○


 勧告に従わない旨の公表（第

１１５条の３４第２項）

○

� 措置命令（第１１５条の３４第３

項）

○

� 措置命令に違反した内容に係

る市町長への通知及び厚生労働

大臣からの通知の受理（第１１５

条の３４第５項）

○

１１ 省略 １０ 省略

１２ 指定地域密着型サービス事業者

に関すること。

１１ 指定地域密着型サービス事業者

に係る市町からの届出の受理（第

７８条の２第２項）

○
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� 市町からの届出の受理（第７８

条の２第２項、第７８条の１１）

○

� 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（第７８条の

６第２項）

○

１３ 省略 １２ 省略

１４ 指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者に関すること。

１３ 指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者に係る市町からの届出の

受理（第１１５条の１８）

○

� 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（第１１５条

の１６第２項）

○

� 市町からの届出の受理（第

１１５条の２０）

○

１５ 指定介護予防支援事業者に関す

ること。

� 便宜の提供に係る連絡調整及

び助言その他の援助（第１１５条

の２６第２項）

○

１６ 省略 １４ 省略

１７ 省略 １５ 省略

１８ 省略 １６ 省略

２４～２７ 省

略

２４～２７ 省

略

備考 省略 備考 省略

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の６ 省略

�の７ 介護保険法第２４条第３項（第７６条第２項、第８３条第２

項、第９０条第２項、第１００条第２項、第１１２条第２項、第１１５条の

７第２項及び第１１５条の３３第５項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく当該職員の証明書の交付に関すること。

�～� 省略

�の２ 介護保険法第５３条第１項本文の規定に基づく指定介護予

防サービス事業者の指定に関すること（同法第１１５条の１０の規定

に基づく公示を除く。）。

�の３ 省略

�の４ 介護保険法第７０条第２項第７号の２の規定に基づく指定

居宅サービス事業者に対する聴聞決定予定日の通知に関するこ

と。

�の５ 省略

� 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の６ 省略

�の７ 介護保険法第２４条第３項（第７６条第２項、第８３条第２

項、第９０条第２項、第１００条第２項、第１１２条第２項及び第１１５条

の６第２項 において準用する場合を含

む。）の規定に基づく当該職員の証明書の交付に関すること。

�～� 省略

�の２ 介護保険法第５３条第１項本文の規定に基づく指定介護予

防サービス事業者の指定に関すること（同法第１１５条の９の規定

に基づく公示を除く。）。

�の３ 省略

�の４ 省略

� 省略
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�の２ 介護保険法第７５条の２第１項の規定に基づく便宜の提供

に係る連絡調整及び助言その他の援助に関すること。

�～�の５ 省略

�の６ 介護保険法第７８条の２第２項の規定に基づく指定地域密

着型サービス事業者の指定に係る市町からの届出の受理に関す

ること。

�の７ 省略

�の８ 介護保険法第７８条の６第２項の規定に基づく便宜の提供

に係る連絡調整及び助言その他の援助に関すること。

�の９ 介護保険法第７８条の１１の規定に基づく指定地域密着型サ

ービス事業者の指定等に係る市町からの届出の受理に関するこ

と。

�の１０ 介護保険法第７９条第２項第６号の２の規定に基づく指定

居宅介護支援事業者に対する聴聞決定予定日の通知に関するこ

と。

�の１１ 省略

� 省略

�の２ 介護保険法第８２条の２第１項の規定に基づく便宜の提供

に係る連絡調整及び助言その他の援助に関すること。

�～�の５ 省略

�の６ 介護保険法第８６条第２項第５号の２の規定に基づく指定

介護老人福祉施設の開設者に対する聴聞決定予定日の通知に関

すること。

�の７ 省略

�の８ 省略

�の９ 省略

�の１０ 介護保険法第８９条の２第１項の規定に基づく便宜の提供

に係る連絡調整及び助言その他の援助に関すること。

�～�の４ 省略

�の５ 介護保険法第９１条の２第３項の規定に基づく指定介護老

人福祉施設の開設者に対する措置命令に関すること（２以上の

社会福祉施設を設置する社会福祉法人の指定介護老人福祉施設

に係るものを除き、同条第４項の規定に基づく公示を除

く。）。

�の６ 省略

�の７ 介護保険法第９４条第１項及び第２項の規定に基づく介護

老人保健施設の開設及び変更の許可に関すること（同法第１０４条

の２の規定に基づく公示を除く。）。

�の８ 介護保険法第９４条第３項第７号の２の規定に基づく介護

老人保健施設の開設者に対する聴聞決定予定日の通知に関する

こと。

�の９ 省略

�の１０ 省略

�の１１ 省略

�の１２ 介護保険法第９９条の規定に基づく介護老人保健施設の変

更又は廃止、休止若しくは再開の届出の受理に関すること（同

法第１０４条の２の規定に基づく公示を除く。）。

�の１３ 介護保険法第９９条の２第１項の規定に基づく便宜の提供

に係る連絡調整及び助言その他の援助に関すること。

�の１４ 省略

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�～�の５ 省略

�の６ 介護保険法第７８条の２第２項の規定に基づく指定地域密

着型サービス事業者 に係る市町からの届出の受理に関す

ること。

�の７ 省略

�の８ 省略

� 省略

�～�の５ 省略

�の６ 省略

�の７ 省略

�の８ 省略

�～�の４ 省略

�の５ 介護保険法第９１条の２第３項の規定に基づく指定介護老

人福祉施設の開設者に対する措置命令に関すること（２以上の

社会福祉施設を設置する社会福祉法人の指定介護老人福祉施設

に係るもの を除

く。）。

�の６ 省略

�の７ 介護保険法第９４条第１項及び第２項の規定に基づく介護

老人保健施設の開設及び変更の許可に関すること

。

�の８ 省略

�の９ 省略

�の１０ 省略

�の１１ 介護保険法第９９条の規定に基づく介護老人保健施設の変

更 の届出の受理に関すること

。

�の１２ 省略

�の１３ 省略

�の１４ 省略

�の１５ 省略
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�の１８ 省略

�の１９ 省略

�の２０ 介護保険法第１０４条第１項の規定に基づく介護老人保健施

設の開設の許可の取消し等に関すること（同法第１０４条の２の規

定に基づく公示を除く。）。

�の２１ 介護保険法第１０５条において準用する医療法第９条第２項

の規定に基づく介護老人保健施設の開設者の

死亡又は失そうの届出の受理に関すること。

�の２２ 省略

�の２３ 省略

�の２４ 介護保険法第１０７条第３項第６号の２の規定に基づく指定

介護療養型医療施設の開設者に対する聴聞決定予定日の通知に

関すること。

�の２５ 省略

�の２６ 省略

�・�の２ 省略

�の３ 介護保険法第１１１条の２第１項の規定に基づく便宜の提供

に係る連絡調整及び助言その他の援助に関すること。

�の４ 省略

�の５ 省略

�の６ 省略

�の７ 省略

�の８ 省略

�の９ 省略

�の１０ 介護保険法第１１５条の２第２項第７号の２の規定に基づく

指定介護予防サービス事業者に対する聴聞決定予定日の通知に

関すること。

�の１１ 介護保険法第１１５条の５の規定に基づく指定介護予防サー

ビス事業者の指定に係る事項の変更又は事業の廃止、休止若し

くは再開の届出の受理に関すること（同法第１１５条の１０の規定に

基づく公示を除く。）。

�の１２ 介護保険法第１１５条の６第１項の規定に基づく便宜の提供

に係る連絡調整及び助言その他の援助に関すること。

�の１３ 介護保険法第１１５条の７第１項の規定に基づく指定介護予

防サービス事業者に対する報告の徴収及び立入検査に関するこ

と。

�の１４ 介護保険法第１１５条の８第１項の規定に基づく指定介護予

防サービス事業者に対する勧告に関すること。

�の１５ 介護保険法第１１５条の８第２項の規定に基づく指定介護予

防サービス事業者が勧告に従わない旨の公表に関すること。

�の１６ 介護保険法第１１５条の８第３項の規定に基づく指定介護予

防サービス事業者に対する措置命令に関すること（同条第４項

の規定に基づく公示を除く。）。

�の１７ 介護保険法第１１５条の９第１項の規定に基づく指定介護予

防サービス事業者の指定の取消し等に関すること（同法第１１５条

の１０の規定に基づく公示を除く。）。

�の１８ 介護保険法第１１５条の１１の規定において準用する同法第７０

条の２第１項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指

定の更新に関すること。

�の１９ 介護保険法第１１５条の１６第２項の規定に基づく便宜の提供

に係る連絡調整及び助言その他の援助に関すること。

�の２０ 介護保険法第１１５条の２０の規定に基づく指定地域密着型介

護予防サービス事業者に係る市町からの届出の受理に関するこ

と。

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 介護保険法第１０４条第１項の規定に基づく介護老人保健施

設の開設の許可の取消し等に関すること

。

�の１９ 介護保険法第１０５条において準用する医療法第８条の２第

２項及び第９条の規定に基づく介護老人保健施設の休止、再

開、廃止等 の届出の受理に関すること。

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�の２２ 省略

�の２３ 省略

�・�の２ 省略

�の３ 省略

�の４ 省略

�の５ 省略

�の６ 省略

�の７ 省略

�の８ 省略

�の９ 介護保険法第１１５条の５の規定に基づく指定介護予防サー

ビス事業者の指定に係る事項の変更又は事業の廃止、休止若し

くは再開の届出の受理に関すること（同法第１１５条の９の規定に

基づく公示を除く。）。

�の１０ 介護保険法第１１５条の６第１項の規定に基づく指定介護予

防サービス事業者に対する報告の徴収及び立入検査に関するこ

と。

�の１１ 介護保険法第１１５条の７第１項の規定に基づく指定介護予

防サービス事業者に対する勧告に関すること。

�の１２ 介護保険法第１１５条の７第２項の規定に基づく指定介護予

防サービス事業者が勧告に従わない旨の公表に関すること。

�の１３ 介護保険法第１１５条の７第３項の規定に基づく指定介護予

防サービス事業者に対する措置命令に関すること（同条第４項

の規定に基づく公示を除く。）。

�の１４ 介護保険法第１１５条の８第１項の規定に基づく指定介護予

防サービス事業者の指定の取消し等に関すること（同法第１１５条

の９の規定に基づく公示を除く。）。

�の１５ 介護保険法第１１５条の１０の規定において準用する同法第７０

条の２第１項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指

定の更新に関すること。

�の１６ 介護保険法第１１５条の１８の規定に基づく指定地域密着型介

護予防サービス事業者に係る市町からの届出の受理に関するこ

と。
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�の２１ 介護保険法第１１５条の２６第２項の規定に基づく便宜の提供

に係る連絡調整及び助言その他の援助に関すること。

�の２２ 介護保険法第１１５条の３２第２項第１号の規定に基づく業務

管理体制の整備に関する事項の届出の受理に関すること。

�の２３ 介護保険法第１１５条の３２第３項の規定に基づく業務管理体

制の整備に関する事項の変更の届出の受理に関すること。

�の２４ 介護保険法第１１５条の３２第４項の規定に基づく介護サービ

ス事業者の区分の変更の届出の受理に関すること。

�の２５ 介護保険法第１１５条の３３第１項の規定に基づく介護サービ

ス事業者に対する報告の徴収及び立入検査に関すること（行う

事業が２以上の地方局の所管区域にわたる介護サービス事業

者、２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介護

サービス事業者及び介護サービス事業者の指定を受けている事

業所又は当該指定若しくは許可を受けている施設の数が２０以上

の介護サービス事業者（社会福祉法人である介護サービス事業

者を除く。）に係るものを除く。）。

�の２６ 介護保険法第１１５条の３３第３項の規定に基づく介護サービ

ス事業者に対する報告の徴収及び立入検査の要請に関すること

（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわたる介護サービス

事業者、２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である

介護サービス事業者及び介護サービス事業者の指定を受けてい

る事業所又は当該指定若しくは許可を受けている施設の数が２０

以上の介護サービス事業者（社会福祉法人である介護サービス

事業者を除く。）に係るものを除く。）。

�の２７ 介護保険法第１１５条の３３第４項の規定に基づく介護サービ

ス事業者に対する報告の徴収及び立入検査の結果に係る市町長

への通知及び厚生労働大臣からの通知の受理に関すること（行

う事業が２以上の地方局の所管区域にわたる介護サービス事業

者、２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介護

サービス事業者及び介護サービス事業者の指定を受けている事

業所又は当該指定若しくは許可を受けている施設の数が２０以上

の介護サービス事業者（社会福祉法人である介護サービス事業

者を除く。）に係るものを除く。）。

�の２８ 介護保険法第１１５条の３４第１項の規定に基づく介護サービ

ス事業者に対する勧告に関すること（行う事業が２以上の地方

局の所管区域にわたる介護サービス事業者、２以上の社会福祉

施設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者及び介

護サービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定若し

くは許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事業者

（社会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係るも

のを除く。）。

�の２９ 介護保険法第１１５条の３４第２項の規定に基づく介護サービ

ス事業者に対する勧告に従わない旨の公表に関すること（行う

事業が２以上の地方局の所管区域にわたる介護サービス事業

者、２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介護

サービス事業者及び介護サービス事業者の指定を受けている事

業所又は当該指定若しくは許可を受けている施設の数が２０以上

の介護サービス事業者（社会福祉法人である介護サービス事業

者を除く。）に係るものを除く。）。

�の３０ 介護保険法第１１５条の３４第３項の規定に基づく介護サービ

ス事業者に対する措置命令に関すること（行う事業が２以上の

地方局の所管区域にわたる介護サービス事業者、２以上の社会

福祉施設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者及
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び介護サービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定

若しくは許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事

業者（社会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係

るものを除き、同条第４項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３１ 介護保険法第１１５条の３４第５項の規定に基づく介護サービ

ス事業者が措置命令に違反した内容に係る市町長への通知及び

厚生労働大臣からの通知の受理に関すること（行う事業が２以

上の地方局の所管区域にわたる介護サービス事業者、２以上の

社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業

者及び介護サービス事業者の指定を受けている事業所又は当該

指定若しくは許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービ

ス事業者（社会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）

に係るものを除く。）。

�～� 省略

４～６ 省略

�～� 省略

４～６ 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

平成２１年５月１日 発行
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